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恰
醐

…叢

マ

ル
ク

ス
氏
の
集
産
工土
義

の
冑
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難

な
論
ナ

交
通

税

の
本

質

・

階
級

に
就

い
て

・
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・

…

基
督
教
山久
明
の
獲
展
観
論

説
會
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學
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搬
主
意
的
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元
論
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思
想

・

時
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論
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・
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層

料
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作
争
議
原
因
の
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・
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録

フ

ア
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ガ

ス

ン

の
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婚
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●

経

済

論

叢

邑

第
十
五
巻

第
三
號

覇
巷
第
八
+
七
鵬
)

大
正
十

一
年
九
月
獲
行

訊
言彌

叢

マ

ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義
の
實
行
難
を
論
ず

へ
=

田

島

錦

治

】
、
緒
論
、

マ
ル

〃
凶
主
義
及
び
船果
産
主
義

の
説
明
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
畢
理
駒
井

に
寅
行
的
方
面
の
弱
貼

二
、
」純
正
集
産
主
義
者
の
其
主
義
貴
行

の
設
計

に
観
て
の
沈
黙

、
ロ
ー
ド
ベ
ル
ッ

λ
、
リ
イ
ト
リ

ン
グ
、
.シ
エ
フ
レ
ー
、
ウ

ヨ
ー

レ
氏
寺
の
集
産
制
融

會

の
設
計

三
、
瓢
一正
集
産
制
の
設
計
の
大
要

の
説
明

四
、
集

産
主
義

の
便
値
論

の
集
産
制
肚
會
に
於
げ

る
適
用

、
此
適
用

に
閲
す

ろ
櫨
々
の
衝
突
及
び
困
難

の
説
賜

欄

マ
ル
ク

ス
主
義

ご
は
、

カ
ー

ル
。

マ
ル
ク
.ス
氏

の
唱

ふ
る
所

の
肚
會

主
義

に
し

て
、
.
此

甑

に
厨
す

る
者

は
自

か

ら
組

し
て
、
、斜
里

的
肚
會
主
義

ご
い
ひ
、
他

の
者
は

之

に
純

正
集
産
主
義

の
名
を
與

ふ
。
純

正
集

産
主

義
即

ち
佛

語

の

言

8
浄
o酢蓋
し。
日
o
℃
霞
」は

、
二

に
完

全
集

産
主

義

竃

n
o=
oa

く
【。・日
①
8
ロ
一
ε
も

い
ひ
、
部

分
的
集

産
主
義

論
.
叢

マ
ル
〃
ス
氏
の
集
塵
主
義
の
蟹
行
難
た
論
ず
(
一
)

第
十
五
奮

(窮
三
號

一.)

三
一
五

一



巨

論

叢

マ
ル
〃
ス
氏

の
集
産
主
義
の
賢
行
雑

な
論
ず

〔
一
.〕

第
十
五
巻

(第
三
號
「

二
)

ご
二

六

即
ち

す

8
臣

g
三
。・暮

醤

匹
9

に
封
ず

る
名
爾

な
り

。

純
正
若

く
は
完

全
集
産
主
義

ご
、
部

分
的
集
産
主
義

{
を
甄

別
す

る
所

の
標
準

は
、
前
者

に
於
て
は
謂
は

ゆ

る

生
産

方
便

の
総

て
(即

ち
土
地

及

び
資

本
)
を
肚

會

の
公

有

ε
欝

さ
U
`
欲

し
、
後

者

に
於

て
は
生
産

方
便

の

}
部

〔帥
ち
土
地

の
み

)を
肚

曾

の
公
有

ε
爲

さ
む
ε
す

る
に
在

b
。

凋
逸

の

ラ
ツ
サ
ー

ル
及

び

マ
ル
ク

ス
の
主
義

は
前

者

に
騙

し
、
白

耳
義

の

コ
リ
ン
ス

(∩
。
ぎ
。・
)
及
び
米

国

の

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ゴ
ー
ジ

(出
①
⇒
「困
爵

。
同四
Φ
)

の
主

義
は

後
者

に
属
す

。

抑

も
此

コ
レ
ク
チ
ヴ

ィ
ズ

ム
の
名

爾
は
、

マ
ル
ク
ス
自

身

の
用
ひ
ざ
り

し
所

な
b
。

氏
は
其

有
名

な
る

「
共
産

主
義
宣
言
」

に
於

て
は

コ
ム
ミ

ユ
ニ
ズ

ム
の
語
を
用

ひ

π
り
。
蓋

し

コ
レ
ク
チ
ヴ

イ
ズ

ム
の
語
は
白

耳
義

の

コ
リ

ソ

ス
が
千
八
百
五
十
年

に
用

ひ
た

る
を
始

ε
す
。

然
れ

ご
も
氏

の
集

産
主

義
は

、
、前
述

の
如
く

部
分
的

に
し

て
特

に
農
業

に
聞
す

る
あ
の
な

る
が
故

に
、

一
に
農

業
的
集

産
主
義

δ

8
一一。良
く
『
已
α
繧
邑

器

の
名
硝
あ
り

。

集
産

主

義
を
最
も
能

く
代
表
す

る
ば

マ
ル
タ
ス
な
b
。
余

は
本

論
、に
於
て

は
、

マ
ル
ク

メ
の
完
全
集
産
主
義

に
就

て
、

特

に
其
貴
行

の
困
難
及

び
弊
害

に
就

て
考
察
す

る
所

め
ら

む
ご
欲
す

。

マ
ル
ク
ス
涙
は
自

か
ら
稽

し
て
科
學
的
肚

會
主
義

ξ

い
.ぷ
ε
難

も

、
ヒ真
説

が
學

理
上
許
多

の
誤
謬

及

び
矛
盾

よ

り
成
り
、
特

に

マ
ル
ク
ス
主
義

の
横
軸

芭
も
謂

ふ

べ
き
償

値
及

び
鯨
剰

櫃
櫨

の
説
が
、
恰
も
袋
幽
廃
墟

の
如

く

、

今

日

に
在

b
て
は
軍

に
経
済
學

史
上

の
参
考
資
料

だ

る
に
止

ま

る
は

、
荷
も
少

し
く
輓
近

の
経
済
學

理

に
通
す

る

r



貰●

者

の
皆

知
る
所

な
り
。
、然

る
に
近
年

我
国

に
於

て
、

マ
ル
ク

ス
主
義
を
宣
傳
鼓

吹
す

る
者
甚
多

く
、
.名

を
解
繹

に

假
り

て
、
實

は
之
を
鋤

興
し
、
脛
濟
學

の
素
養

な
き

多
敷

の
青

年
、
勢

働
者

、
無
産
者

を

し
て
誤

て
之
を
眞

理

ε

認

め
し

め
、
其

貴
行

は
藺
を
韓

じ

て
輻

ご
な

し
、
人

類

を
経
済

的
並

に
道
徳
的

に
向

上
嶽
展
す

る
も

の
な

り
ε
妄

信

せ
し
む
る
を
致

せ
り
Q

特

に
知
ら
す

や
、

マ
ル
ク
ス
主
義
は
宙

に
其
學

理

上
の
根
擦

に
於

て
動
揺

し
顛
覆

し
π

る
の
み
な
ら
す

、
其
實

行

的
方
面

に
於

て
は
亦
避

く

べ
か
ら

ざ
る
至
重

の
困

難
あ

り
て
、
寧

ろ
貴
行

不
可
能

ご
謂

ふ
を
通

常

ε
す

べ
く
、

縦
令

之
を
貴

行

し
得
た
り

ビ
す

れ
ば
、
却

て
弊
害

百
出

、結

局
得

る
所

は
失

ふ
所

を
償

ふ
に
足
ら
ざ

る
竜

の
な

る
ご

ε
を
。
諺

に
謂

ゆ
る
「
吉
、ふ
は
易

く
、行

ふ
は
難

し
」
ご

は

マ
ル
ク

ス
主
義

に
就

て
も
亦

爾

か
云

ふ
を

得

べ
き
な
り

。

マ
ル
ク

ス
主
義

の
學
理
上

の
誤

謬
は
、
夙

に
諸
脛
濟

學

者

の
指
摘

論
評
す

る
所

に
し
て
、

マ
ル
ク
ス
の
徒
弟

亦
之

に
屈
従

す

る
に
至
れ

る
は

、

ベ

ル
ン
ス
タ

イ

ン

(こQ
亀
霧
け。
ε

の
代
表
す

る
改
革

派

〔話
び
「島
。。けε

の
愛

読
は
正

に
之
を

謹
明
す
。
而

し
て

マ
ル

匿
ス
主
義

の
實
行

の
困
難

叉
は

不
可
能

は
、
貴
行
方

面

に
關

し
て

マ
ル
ク
ス
等

の

沈
黙

を
守
れ

る

に
由

b

て
恰
も

之
を
裏

書
す

る
も

の

ε
謂

ふ

べ
き
な

り
。

余

は
屡

々
本
誌

に
於
て
、

マ
ル
ク

ス
土

義

の
學
理

上

の
誤
謬
を
指
摘
論
評

し
、
特

に
第
十
四
巷

一
號

三
號

四
號

(大

正
十

一
年

一
月

三
月
及

び
四
月
刊
行

の
本

誌

)に
於

て

マ
.ル
ク

ス
の
鯨
剰

償
値

説
を
論
評

し
陀
り
。
此
等

の
諸

論

文
は
素
よ

り
余

の
創
見

を
獲
表

し
た

る
も

の
に
非

す
。
泰
西
學

界

に
於

て
既

に
残

塑
磨
塘

ε
な

り
た

る

マ
ル
ク

論

叢

マ
ル
〃
ス
氏
の
集
産
主
義

の
貴

行
難

論
亥

邑
)

第
+
五
巻

(第
三
號

三
)

三

宅
.
.

.一一一一. 一



論

叢

マ
ル
グ
ス
兵
の
集
産
虫
義
の
寳
行
難
ね
論
ず
(
一
)

第
十
五
巻

(第
三
號

四
)

三
一
入

ス
主
義
が
、
近
年
我
國
に
移
築

せ
ら
れ
む
ε
す
る
を
見
る
や
、
其
経
濟
學
に
素
養
な
き
青
年
を
誤
導
す

る
を
恐
れ

て
、
聯

か
所
信
を
披
歴
し
た
る
の
み
、
余
登
辮
を
好
ま
む
や
。
而
し
て
今
や
再
び
本
論
に
於
て
.

マ
ル
ク
ス
主
義

の
實
行
難
文
は
不
可
能
を
論
越
ん
ε
す
。
比
熱
も
先
輩
學
者
の
多
年
研
究
論
述
せ
る
所
な
れ
こ
も
、
我
国
の
現
状

に
照
せ
ば
、
多
数
の
勢
働
者
無
産
巻
に
し
て

マ
ル
ク
ス
主
義
の
貴
行
を
以
て
天
国
の
再
来
の
如
く
妄
想
す
る
者
あ

る
が
故

に
、
弦
に
比
熱
を
論
述
す
る
は
、
謂
ゆ
る
症
に
謝
し
て
藥
を
施
す
の
類
な
り
。
真
桑
の
陳
ε
新
ε
は
必
ず

し
も
多

く
問
ふ
を
要
せ
ざ
る

べ
き
な
り
。

=

純
正
集
産
主
義

(冨

鷲
「
8
濠
豊
く
尻
目
。
)
の
特
色
は
二
あ
b
。
生
産

、

循
環
、

及
び
交
易
の
方
便
は
総

て
國

長
所
會
に
驕
し
、
其
支
配
の
下
に
運
用

せ
ら
る
、
足
れ
其

一
な
り
。
総

て
の
事
業
及
び
生
産
物
は
之
に
嬰
さ
れ
た

る
労
働

の
量
に
從
ふ
所

の
夢
働
軍
位

に
由
り
て
定
め
ら
れ
だ
る
償
値
を
有
し
、
獲
て
勢
働
者
は
生
産
物
を
彼
等
の

勢
働
に
比
例
し
て
受
く
る
を
径
、
資
本
主
の
剥
奪
を
見
る
、
暴
れ
其
二
な
り
。

純
正
共
産
主
義
を
實
行
ず

る
肚
會
の
設
計
は
上
述

の
如

し
。
而
し
て
其
細
目
に
至
り
て
は
此
主
義
の
胆
師
も
其

門
弟
も
、
多
く
は
黙
し
て
語
ら
す
。

マ
ル
ク
ス
は
現
時

の
資
本
主
義
肚
會
の
短
所
窈
然
を
指
摘
攻
撃
す
る
に
全
力

を
傾
注
し
、
寸
毫
も
假
倍
す
る
な
さ
の
概
あ
り
。
撚
れ
こ
も
未
來
の
肚
會
の
解
説
は
、
其
常

に
避
く
る
所
な
り
。



ル
ロ
ワ
●

ポ

ー
リ

ユ
ー
は
此

争
を
批

評
し

て
、

マ
ル
ク

ス
の
資
[本
論

は
、
宜

し
く
其

窓
頭

に
ゲ

ー
テ
が
悪
魔

メ

フ

ィ

ス
.ト

フ

エ
r

ス

忌

。
葺

ぎ

葺

亘

を
形
容

せ

る
語

即
ち

酵

σ
冒

準

Ω
。舛

量

・げ房

・
。
ヨ
。
耳

(
余

は

常

に
何
物
を

も
否
定
す

る
盤
魂

な
り
)
を
禍
ぐ
可

し

ざ
吉

へ
り
。
蓋

し
酷
評

に
非

ざ

る
な

り
。
([
Φ
δ
悼

慰

p自

。副

む
.O
ミ
へ載
句
.ご
誌
馬層
い
。
蝕
二

目℃
。
℃
.℃

・
口
口
野
。

マ
ル
ク

ス
は
其
「
資

本
論
」
に
於

て
、
償
値

及

び
鯨
剰

償
痕

の
説

を
爲

し
、
現

時
の
肚
會

に
於

て
、
賃

銀
勢
働

は
資
本
主

に
無

償
な

る
餓
剰
償
値

を
與

ふ
る
も

の
な
る
を

論
ず

。
氏

は
生

産
方

法

の
歴
史
的
進
化
を
述

べ
、
産
業
並

に
富

の
集

中

は
結
局
資

本
所
有
者

の
資
本

の
公
用
徴
牧

ざ
な
り
、
総

て

の
生
産

方
便

〔土
地
を
含

む
)
は
肚
曾

の
所

有
し
、
運

用
す

る
所

ご
爲
り
畢

る

べ
し

ε
論
じ
た

り
。

マ
ル
・
あ

好
敵
干
た
る
肚

曾
王
義
誉

フ
・
サ
ー
あ

如
き
も
其
主
義
の
貴
行
方
面
に
就
て
は
・
多
一
を
語
ら

す
、
唯
国
家

の
補
助
を
受
く
る
労
働
者
生
産
組
合
に
就
て
の
大
綱
を
示
す
に
止
ま
れ
り
。
而
し
て

マ
ル
ク
.ス
の
門

弟
等
は
亦
師
の
沈
黙
に
倣
ひ
、
而
か
も
沈
黙
を
以
て
理
論
上
當
然
の
事

ご
思
考
し
た
b
。

ガ
ブ
リ

エ
ル
・
デ
ヴ
ィ

ル
は
曰
く
『
何
れ
の
時
節
に
も
其
時
節

の
仕
事
あ
り
、
吾
人
は
宜
し
く
現
在
に
庭
す
る
を
勉
む

べ
き
の
み
、
何
ぞ
未

雍

を

慮

る

に

逗

あ

ら

む

や

」
ご

(
9

窪

9

U
・
≧

9

罫

・
量

§

藝

蛍

ワ

ω
。・

簿

硲

層
O
酵

魯

。・
。
。・
)
。

"
「
`

プ

ク
ネ

ヒ
ト
も
亦
同
様

の
宿
命
主
義

を
有

し
、
即

ち

コ

ス
モ
ボ
リ
誌

に
「
未

來
國
」
の
標

題
を

以

て
載

せ
だ

る
女

中

に

於

て
、
未

來
肚
會

の
圖
形
を
表

は
す

能

は
ざ

る
を
自

白

せ
り
。
其

理
由

巴
す

る
所
は

、
人
生
は

一
寸
先

は
闇

な

る

.

こ
ξ
、
時
は
常

に
移

b
行

き

っ

、
あ

る
故

に
、
現
在

ε
未

来
こ

の
限
界
は
之
を
定

め
難

き

こ
己
等
な

り
。

(臣
07

論

叢

マ
ル
〃
オ
氏
の
集
産
主
義
の
貴
行
難
奉
論
ず
(
ご

第
+
五
巻

(第
三
號

五
)

三
一
九



論

叢

マ
ル
〃
玖
氏
の
集
産
主

義
の
實
行
難
た
論
ず

(
一
)

第

十
五
巻

〔第
三
號

六
V

「三
二
〇

.

パ
⇒
g

犀
"
塾

細
ミ
馬

↓

ミ
騎
ミ
ぎ
ミ
h
樋

9

塁
ミ
鴬
も
き

田
富

昌
昌
p
ρ

一
Q。
℃
Q。
・)
。
.
ー

ヴ

ア

ソ
デ

ル
ヴ

エ

ル

ト

は

千

八

百

九

十

五

年

白

耳

義

ブ

ル

ュ

ッ

セ

ル

市

の

一
新

聞

よ

り

、

集

産

主

義

の

肚

會

の

擬

闘

を

叙

述

せ

む

こ

ε

を

需

め

ら

れ

て

、
之

を

拒

絶

し

在

り

。
共

理

由

は

實

謹

的

就

會

主

義

(
一。
し・
。・
。
n
一円
目
。。
一.
も。

℃
。
も・マ

壽

亘

た

皇

も
・
俄

に
新

設
計

に
依

り
て
肚

曾
を
政

造

せ

を

欲
す

る
肚
禽

袈

箋

騨.。互
げ①
。・。
・
・
。。
一飯
⊆
×
)

に
は
非
言

い
ふ
に
奪

・
喜

。・騨

・・
く
・
・
曇

・
冨
.

緯

即
・
ミ

§
・ミ

勲

寒

ミ
ら

N。
。
・
臼
田『山
・
目・。
9
・.
・)

カ
ウ

ツ
キ

ー
の
説

に
從

へ
ば

、
未

來
國

の
設
計
は

不
要

な
リ
ャ
何

ε
な
れ
ば
、
國
が
完
全

な

る

一
大
経
済
圏
膿

に
愛

形
籠

る
こ
だ
は

、
蕾

に
望

ま

し
き

の
み

な
ら
す

、
避

く
可

か
ら
ざ

る
必
至

の
事
な

れ
ば
な
り
。
思
想
家

は
幾

分
か
此
経
済
的
受
動
の
方
向
を
認
知
す
る
を
得

べ
し
臨

も
、
彼
等
の
欲
す
像

、
呈

を
定
め
、
叉
は
其
取
る

所
の
形
式
を
確
蜜
に
豫
見
す
る
を
得
す
。
故

に
肚
曾
主
義
者
に
向
て
未
来
國

の
設
計
、
叉
は
攣
革
の
方
法
を
叙
述

せ

ん

こ

ε

を

求

む

る

は

愚

な

甚

。
唇

三

内
霧

パ
2

ミ

・
婁

ミ

・

ぎ

箋

ミ
ミ
・
。,
・
・
い
…

,
ε
蒜

国
『=

叩.。
い
)
。

肚
會

主
義

者

の
種

々
の
會
議

に
於
て
も
、

マ
ル
ク

ス
の
與

へ
た
る
文

例
を
襲

踊

し
、
例

へ
ば
千
八
百
九
十

一
年

プ
ロ
グ
ラ
ム

の
凋
薙

會
民
主
窯

の
エ
㌻

ル
善

議

の
綱
領
の
如
き
は
是
な
り
。
早

詮

會
凶
夢
働
の
人
な
る
使
用
及
び

常
に
増
加
す

る
生
産
力
が
、
從
來
剥
奪
せ
ら
る
、
諸
階
級
(
労
働
者
を
指
す
)
に
向

っ
て
困
難
及
び
抑
歴
の
原
因
た

る
こ
ε
は
止
み
て
.
す

べ
て
の
意
味
に
於
て
、
至
極
な
る
善
及
ぴ
完
全
な
る
幅
ε
成

る
爲
に
は
、
只
資
本
主
の
私

有
財
産
た
る
生
産
方
便
、
即
ち
土
地
、
鑛
山
、'
原
料
、
雑
具
、
.機
械
、
運
輸
機
關
を
肚
會
の
公
有
処
愛
じ
、
及
び
商

`



業
的
生
産
を
、
砒
會
の
爲

に
肚
會

に
由
り
て
行
ふ
所

の
　肛
會
的
生
産

に
更
む
る
よ
り
外
あ
ら
す
』
ε
。
叉
千
八
百

九
十
九
年
十
月
ヌ

み
ヴ
ア
L
會
議
も
亦
同
例
に
し
て
、
同
舎
議
は

べ
ー
ベ
ル
氏
の
提
議

に
由
り
、
其
決
議
條
項
ご

し
て
、、
生
産
方
便
の
肚
曾
比
及
び
肚
會
主
義
的
生
産
及
び
交
易
の
方
法
の
設
定
を
記
載
す
。
撚
れ
こ
も
此
生
産
及

び
交
易
の
方
法
に
就

て
は
、
毫
も
指
示
す

る
所
な
し
。

夫

れ
斯
の
如
く
、

マ
ル
ク
ス
等
集
産
主
義
者
は
、
総
て
の
生
産
方
便
が
肚
會
の
公
有

に
廉

し
、
組
て
の
生
産
事

業
が
肚
會
の
公
管
に
締
す
る
こ
ε
を
必
至
の
運
命
ご
思
考
し
、
肚
會
進
化
の
理
由

に
從
ふ
當
然
の
結
果
ど
論
断
す

る
に
止
ま
り
、
米
來
の
肚
會
の
組
織
及
び
其
富
の
生
産
交
易
及
び
分
配
の
方
法
に
就
て
は
、
或
は
黙
し
て
言
は
す

或
は
語
り
て
詳
な
ら
ず
。
只
輓
近
に
池
ぴ
て
、
佛
國
の
ジ

ヨ
ウ

レ
氏
G
営
み
ω
)
は
千
八
百
九
十
五
年

ア
ン
ソ
ー
・
ブ

＼

「

リ

ケ
ツ
ク
氏

の
著

書

P
国

・。。
n
同邸
泳

8
琴
&
≦
。・[9

α
.
嵩
。昌
ユ

しd
計
剴
9

い①
盆
噛
「
c。
湧

)
の
序

次

に
書

し

て
『
翌

日
吾

人
は
何

ε
な
る
か
ε
吾

人

に
問

ふ
者

め
ら

ば
、
吾

人
は

之

に
答

へ
ざ
る
可

か
ら
ず
」

(>

8
霞

ρ
三

ま

二㎝
号
3
慧
-

α
窪
窪

ρ
器

の興
。霧
占
o
田

ユ
。
日
巴
瓦

昌
。
島

号
く
o
蕊

琶
o

器
℃
。
錺
①
し

ε
日

へ
る
は
、
實

に
此

振

の
從

來

の
態
度

を

一

攣

し
た
る
も

の
ε
謂

ふ
可
き
な
り
。
果
然

ジ

ョ
ウ

レ
氏

自

身
が
千
八
百
九
十
五
年

に
公

に
せ

る

一、
.9

雅
量

p
ま
コ

。・o。
圃p
沫
冨
ご

題
す

る
書

は
、
集

産
主
義

を
以

て
現
時

の
資
本
主
義

の
制
度

に
直
接

に
代

る

べ
き
運
命
を
有
す

る
も

の
こ
し
て
説

明
せ

る
も

の
な
り
。
」此

書

に
於

て
、

ジ

ヨ
ウ

レ
氏
は

マ
ル
ク
ス
の
勢

働
時
間

は
儂

値
を
測
定
す

ε
の

、理
論

を
感

賞

に
守

れ
こ

も
、
財
貨

の
生
産

に
就

て
は
生
産

者

の
諸
集

團

に
謝

し
て
特
定

の
自
治

を
奥

ふ

べ
し

ε
の

論

叢

マ
ル
ク
ス
民
の
集
産
主
義
の
實
行
難
起
請
す
(
こ

笛
十
五
巻

(第
三
號

七
)

三
二
「



論

叢

マ
ル
〃
λ
氏
の
集
産
主
義
の
審
　行
雑
な
論
ず
〔
一
)

」第
十
五
巻

(第
三
號

.

八
)

三
二
二
、

折
衷
意

見
を
含
む

も

の
な
り

ご
す
。

撚
れ
こ
も
、
集

産
主
義

の
方

法
を
示

せ
る
最
始

の
論

文
は
、
遙

か
以
前

に
現
は

れ
た
り
。
耐

會
主
義

の

り
ヵ
ー

ド

ー
ε
爾

せ
ら
れ

ラ
ツ
サ
ー

ル
の
師

に
し
て
、
而

か
も

マ
ル
ク

ス
の
先
輩

た

る

ロ
ー
ド

ベ

ル
ツ

ス
の
論
文

は
其

一

例
な
り
。
氏

が
千

八
百
四
十

二
年

に
著

は
し
把

る

塾

、
中

薄
§

、ミ
魯

§
ミ

ミ

防ミ
匙
営
§
き
hき
蔑

詩
寒
ミ

疑

ミ
鳶
詠

(ω
・
一
一℃
∴
戯
-
亭

δ
い
ム
N
い
)
は
純

然
た

る
抽
象

的
性

蟹
を
有
す

る
も

の
な

る
が

、
此

中

に
勢
働

に
水

つ
く
横
笛

の
原
理

を
論

じ
る
北
原
埋
を
悪
用
す

る
假

定
的
肚

曾

に
於

て
は
、
私
人
的
所
得
を

生
す

べ
き
私
人

の
財
産
無

く
、

資
本
な
く

、
肚

會
的
資

本

の
唯

一
の
所
有
者

た
る
国

家

は
総

て
の
生
産

を
管
理

し
、
各
勢
働
者

は
公
共

的
倉

庫

に

視

て
、
肚

會
的

生
産
物

の
彼

の
分
前

を
、
彼

の
勢
働

に
由

り

て
生
せ

し
め
た

る
償
値

を
表
示
す

る
所

の
手
形

を
瑚

て
引
出
す

こ
オ
を
説

明
し
た
り
。

叉
氏
は
千
八

百
五
十

二
年

に
草

し
花

る

「
フ
オ

ソ
・
キ

ル
ヒ

マ
ソ
に
與

ふ
る
第

四
の
砒

會
的
書

簡
」
即
ち
氏

の
死
後

十
年

の
千
八
百
八

十
五
年

に
「
資
本

諭
」
の
名
輌

を
以

て
出

版

せ
ら

れ
た
る
書

中

に
於
て
、
此
意

見
を
述

べ
、
而

か
も
謂
ゆ

る
假
定

的
肚
會

の
現
出

は
街

ほ
遠

き
將
來

に
在

お

べ
き
を
思
考

し
た

り
o同

じ
く
糊
逸

人

ウ
ィ

ル

ヘ
ル
ム
・

ワ
イ
ト
リ

ン
グ
〔
毛
葭

巴
日

≦

①
陣【ぎ

巴

が
亦

同
じ
く
千
人
百

四
十

二
年

に
署

は
せ

る
書
中

に
、

半
ば
共

産
的

に
し
て
、
孚

ば
集

雇
的

な

る
肚

會

の
設
計
を
公

に

し
、

ア

ソ
ト

ソ
.
メ

ソ
ガ

ー
氏

は
之

に
射

し
て
短
計

を
下

せ
り
。

(≦

。凶・p茜

象

§

§

§

ミ

ミ
ミ

》

ミ

ミ

§

鮎云

〉
・
ヨ

・.轟
・;

暮



罫

唄

・
・
隠

蹴
ミ

§

薯

§

こ

爵

ミ

詠
こ

、§

ミ

唱
言

偶
』

。
ヨ
。『

℃
.
8
黒

ω
ご

o
向註

■
6
8
■)。

純

正
集

産
主
義

の
設

計
の
説
明
は
、
シ
エ
ツ
フ

レ
ー
氏

の
千
八

百
七
十

四
年

に
著

は
し
た

る
小
冊
子
「
砒
會
主
義

の
精
髄
」

(し。
。島
田
9

沿
巳
暮
・。。。。①
壽

α
。。・
ω
。
N巨
富
日
岳
)

を

最
も
有
名
.ε
す
つ
其

他
米

人

ペ
ラ
ミ
ー
氏
が
千
人
百

八
十
八
年

に
公

に
せ

る
有
名

な
る
小

説

(
ゆ
。
旨
旨
ざ

h
ミ
戴
飛

切
群
薄
§
ミ
)

モ
ル
リ

ス
氏

の
小
説

(≦
自

m日

冨
。
『「ゲ

き

8
q
ミ

ミ

ミ
ミ
ミ
郵

凱a

.
一。。O
ご

凋

人

べ
ー

ベ

ル
氏

の

「
女
及
び
砒
會
主
義
」
ご
題
す

る
著
書

(切
。ぴ
β

、

奪

‡
§

§
馬
詠
、
砺
轟
騨
隷
ミ
塁

　9
。
》
島
.
H。。℃
こ

の
如

き
は
皆
集
産
主
義

の
設
計
を
示
す
も

の

ε
謂

ふ

べ
き

な
b
。

此

等

に
次

で
現
れ
た

る
は
前
述

ジ

ヨ
ウ

レ
氏

の
証

曾

主
義
的
構
造
」な

り
じ
此
書

は
荷

ほ

マ
ル
ク
ス
の
勢
働
償
値

説
を
維
持

し
π
れ
ご
も
、
之

に
次
ぎ

て
現
は
れ
把

る
米
人

グ

・
ソ
ル

ソ
ド
や
、
瑞

西
人

ズ

ル
ツ

エ
〃
の
著

書
は
、
集

産
主

義
の
主
張

の
下

に
、需

要

供
給

の
理
論

の

一
般
的
適

用

を
試

み

つ
、
あ
る
も
の

に
し

て
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
時

間

を
以

て
債
直

の
唯

一
の
測
度

ご
す

る
意

見

に
多

少

の
愛

改
を

加

へ
た

る
も

の
な
b
。

(
Ω
「。
三
茸
山
層
§
、
ミ
§
ミ
や

罫

、鴨

9

ミ

ミ
ミ

ミ
ミ

惑
蟄

H
」o
コ
α
o
口

囲
。9
0
9

ω
9
N
①
「
層
b

穏

トぜ

詠
軸ミ

惑

h
.
忽

軽
酌

き

ミ
ミ

一

U
器

巴

o
コ
噛

戸
○。
逡

.)
。

斯

の
如

く

マ
ル
ク

ス
の
後
糊

着
が
其
根
本
原

則

に
」

し
て
多
少

の
折
衷
愛
敬
を

試
む

る
に
至

れ
る
は
、

マ
ル
ク

ス
主
義

の
實

行
難
を
暗
示
す

る
も
の

ε
謂

ふ
可

し
。
余

は

ジ

ヨ
ウ

レ
等

の
折

衷
璽
改
説

を
批

評
す

る
に
先

だ
ち
、

マ
ル
ク

ス
の
純

正
集
産
主
義
は
如
何

に
貴
行

せ
ら

る

べ
き
か
、
之
が
蟹
行

に
俘

ふ
困
難

弊
害
は
如

何

の
問

題

に
就

験

叢

マ
ル
グ
ス
氏
の
集
産
主
義
の
貴
行
難
々
論
ず
(
一
)
.

第
十
五
巻

・
〔第
E
暁

光
)

三
二
三

,



論

叢
、

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義
の
實
行
難
た
齢
す

(
こ

て

詳

論

す

る

灰

め

ら

む

ε
欲

す

。

第
十
五
巻

.
〔第
三
號

一
〇
)

三
二
四

三'

.

集
産
制
度
の
貴
行
せ
ら
る
註

會

姦

、
如
何
な

・
も
の
な
b
や
。
曰
く
是
れ

一
の
國
畏
的
生
塵
の
秩
序
あ
る

組
織

に
し
て
、
耽
曾
の
公
有
恩
な
り
た
る
臣
然
的
生
産
要
素
及
び
生
産
的
資
本
を
以
て
行
は
る
》
も

の

な

り
ε

す
。
公
権
即
ち
集
産
的
肚
會
の
国
家
は
、
統
計
に
因
b
て
殉
国
艮
全
艦
の
消
養
す

べ
き
物
を
前
知
し
、
あ
ら
ゆ
る

財
貨

の
生
産
、
蓮
鹸
…、貯
藏
、
及
び
販
嚢
を
掌

る
も

の
な
り
。
公
椹
は
者
勢
働
者
に
酬
ゆ
る
に
.
其
生
産
に
給
付
し

た
る
李
均
性
質
の
勢
働
の
時
数
に
從
ひ
、
批
會
的
債
値

の
翠
位
の
若
干
を
以
て
す
。
側

へ
ば
靴

一
足
を
作

る
に
、

五
時
間

の
平
均
性
質
の
勢
働
を
要
す

る
ご
き
は
一、
勢
働
者
は
五
躍
位
の
償
組
を
表
示
せ
る
手
形
を
受
く
る
写
り
。

之
ぜ
同
様

に
、
公
権
は
諸
生
産
物
の
償
値
を
決
定
す
る
に
、
其
筈
の
生
産

罵
要
し
た
る
李
均
勢
働

の
時
撒
を
以
て

す
。
例

へ
ば
五
時
間
の
李
均
勢
働
を
要
し
た
る
靴

一
足
の
償
直
は
五
葷
位
な
乃
が
如
し
。
斯
く
し
て
生
産
せ
ら
れ

た
る
諸
物
品
は
公
共
倉
庫

鰻
牧
納
せ
ら
れ
、
.而
し
て
勢
働
者
は
其
勢
働

に
由
b
て
得
π
る
假
値
諸
軍
位
の
等
形
を

以
て
、
公
共
倉
庫
に
就

て
「
其
欲
す
る
所

の
物
品

ε
引
換

へ
、
之
を
獲
得
し
、
消
費
す
る
を
得

る
な
り
。

正
確
暑

警

、
前
述
勢
働
の
報
酬
よ
り
国
家
を
維
持
す
る
費
用
、及

び
肚
會
債
本
増
加
に
充

つ
ゐ
額
、
邸
ち
鋼

ゆ
る
集
合
舶
欲
望

に
向

っ
て
の
嬰
額
に
射
し
て
或
特
定

の
控
除
を
爲

さ
穿
る
べ
か
ら
す
。
.此
控
除
を
別
ぜ
し
て
、



概
し
て
労
働

の
報
酬
は
生
産
物
の
僧
値
に
均
し
き
が
故
に
、
現
時
の
経
済
肚
會

に
存
在
す
る
所
の
利
子
、
配
営
利

盆
、
賃
借
料
、
小
作
料
等

の
名
義
を
以
て
す

る
控
除
に
し
て
、、
.謂
ゆ
る
資
本
ま
階
級

の
利
得
ε
な
る
所

の
も
の
は

全
く
無

く
な
る

べ
し
。
換
言
す
れ
ば
、
現
今

の
謂
ゆ
る
利
潤
も
文
勢
賃
も
無
く
な
り
、
資
本
主
ご
賃
銀
勢
働
者
ξ

の
歴
別
は
無
く
な
る
灘
り
。
又
側
人
間

の
交
易
も
私
人
的
商
業
も
無
く
な
り
、
只
公
共
倉
庫
又
は
公
共
販
萱
所

に

於
て
財
貨
の
販
費
せ
む
る
る
あ
る
の
み
。
從
て
貨
幣
は
其
正
貨
た
る
ε
紙
幣
た
る
ε
を
問
は
す
、
英
語
の
現
時

の

意
味
に
於
け
る
も
の
は
無
く
な
る
な
り
。
銀
行
、
取
引
所
、
投
機
業
、
私
人
の
貸
借
、
公
債
、
瞥
利
的
保
隙
業
は

資
本
の
利
子
及
び
交
易
ε
共
に
屡
絶
す

べ
し
。
斯
く
し
て
現
時
見
る
所

の
各
生
産
者
間
に
於
け
る
不
統

一
的
競
争

二
四
。。
昌
。口
.話
・6
。
彗
四「。藍
碧
Φ
)
は
止
み
、
從
て
恐
慌
、
失
業
.
過
剰
生
産
の
諮
現
象
は
絶
ゆ
べ
し
。
是
に
於
て
、

耽
會
は
意
識
的
に
組
成
せ
ら
れ
及
び
支
配
せ
ら
る
》

一
大
経
済
團
艘
ε
覚
り
、
其
内
部
に
於
て
総
て
の
公
民
は
其

能
力
に
慮
じ
て
勤
務
を
爲
す
を
得
、
雇
主
被
雇
者

の
別
は
止
み
、
働
く
人
は
其
働
に
慮
じ
て
、
共
働
の
全
生
産
物

(
若
く
は
其
償
値
〉
を
取
得
し
、
只
耽
會
團
艦
が
公
共
的
経
費
を
維
持
し
及
び
耽
會
的
資
本
を
粛
加
す

る
爲
に
必
要

ざ
す
る
部
分
を
控
除
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
ら
。
之
を
要
す
る
に
、
集
産
主
義
の
目
的
は
労
働
の
輩
位
を
基
礎
ご
す

る
償
値

の
決
定
に
由
b
て
、
勢
働
ど
生
産
物
ε
を
直
接
に
交
換
せ
し
め
、
斯
く
し
て
資
本
主
の
鯨
剰
償
値
を
絶
滅

し
.
財
貨
の
分
離
を
し
て
謂
ゆ
る

『
各
人
に
其
勢
に
懸
じ
て
』
の
主
義
に
由
ら
し
む
る
に
在
る
な
り
。
故
に
此
制

慶
の
下
に
於
て
は
何
人
も
其
貯
蓄
し
た

る
勢
働
手
形
叉
は
享
受
財
を
他
人
に
利
貸
す

る
を
得
ず
。
若
し
慈
善
親
切

論

叢

マ
〃
〃
ス
角
の
集
産
主
義
の
質
行
煕
々
胎
ヂ
(
「
)

第
十
五
巻

へ第
三
號

一
こ
.
三
二
五

..

ぜ
.



論

叢

マ
ル
〃
ス
氏
の
集
産
出
畿
の
賓
行
難
を
験
す
(
「)

第
十
五
巻

(第
三
號

[
二
)
.
三
二
六

の
名
義

に
隠
.れ
て
實
は
利
貸
を
寫
す
者
あ
ら
ば
、
公
構
は
之
を
嚴
重
に
査
問
し
叉
は
威
罰
せ
ざ
る
可
か
ら
す
。
何

{
な
れ
ば
満
し

一
靴
ぴ
利
貸
を
寛
假
せ
ん
か
、
謂
ゆ
る
千
丈
の
塁
も
襲
蟻

の

一
穴
よ
り
壌

る
る
響
の
如
く
、
鯨
剰

慣
値
は
再
現
し
、
集
産
制
産
は
破
壊
す

ぺ
け
れ
ば
な
り
。
・

夫
れ
労
働
を
以
て
債
疽
の
唯

一
根
源
ご
爲
し
、
勢
働
者

の
無
償
労
働
の
生
産
物
即
ち
猷
剰
償
値
を
以
て
資
本
成

立
の
唯

一
原
因
己
爲
す
説
の
學
理
的
誤

れ
る
は
、
余

の
前
論
丈
に
於
て
屡

々
論
評
し
た
る
所
な
り
。
而
し
て
今
や

集
産
制

の
蟹
行
方
面

に
就

て
再
び
北
横
値
の
輩
位
を
考
察
す

る
所

あ
ら
む
ε
欲
す
。
何
ε
な
れ
ば
李
均
勢
働
の
時

を
輩
位
こ
す

る
償
値
は
即
ち
勢
働
並

に
其
生
産
物
の
贋
値

に
し
て
、
集
産
制
の
肚
會
に
於
け
る
生
産
分
配
及
び
消

費
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
黝
し
、
最
も
重
大
な
る
關
係
を
有
す
れ
ば
な
b
。

、

四

,
勢
働

は

慣
値

の
實
質

に
し
て
、

且
其

測
度
な
り

こ

の
考

は
、

曾

て
英
國
経
濟
學
者
例

へ
ば

ア
ダ

ム
・
ス
、、、
ス
及

び
リ

ヵ
ー
ド
ー
に
出

帆
て
唱

へ
ら

れ
た

右
所

に
し
て

、
近

代

の
肚
會

主
義
者
は
総

て
之

に
從
ひ
、
而

し
て

マ
ル
ク

ス
亦
之

に
依
り

て
現
塒
の
輕

濟
現
象

を
説

明
せ
む

ε
試
み
把

る
も

の
な
り
。
(
資

本
論
策

一
巻

)。
此

説

は
未

だ
以

て
現
時

の
磁
會

に
於

け
る
財
貨

の
償
値
を
説

明
す

る
能

は
ざ

る
は
、
余

が
前

論
玄

馬
於
て
屡

々
指

摘
七
π

る
所

な

笥
。
撚

れ
こ
も
此
號
を
集
産
主
義

の
乱肌
會

に
當
辮
…む

る
ε
き
は
如
何
。



シ
ユ
フ
レ
ー
氏
の
假
定
に
從

へ
ば
、
若
し

一
肚
會
が

一
箇
年

に
要
す

る
総
て
の
財
貨
を
生
産
す
る
爲
に
二
十
四

億
時
間

の
勢
働
を
要
す

る
ε
き
は
凸
之

に
相
賞
す
る
償
値
輩
位
の
数
を
勢
働
手
形
を
以
て
勢
働
者
に
交
附
す
る
を

要
す

べ
く
、
斯
く
し
て
彼
等
は
公
共
倉
庫
に
就
て
恰
も
二
十
四
億
時
間
の
勢
働
を
直
打
す
る
所
の
全
生
産
物
を
買

ふ
こ
ε
を
得

べ
き
な
軌
。
沓
跡
働
者
は
共
勢
動
特
数

に
態
じ
て
、
若
干
の
勢
働
手
形
を
受
く
、
而
し
て
沓
生
産
物

の
償
値
は
恰
も
其
生
産
に
要
し
た
る
掛
倒
時
数
な
る
が
故

に
、
公
共
倉
庫
に
貯
在

せ
る
生
産
物
の
総
債
偵
は
、
公

権
が
獲
行
し
て
弊
働
者
に
交
付
し
た
る
勢
働
手
形
の
表
示
す

る
所
の
総
償
値
ご
恰
も
粗
率
均
し
て
、
過
不
及
な
き

を
得

べ
き
な
り
。

ロ
ー
ド
ペ
ル
ッ
ス
氏
が
掛
倒
手
形
を
以
て

『
こ
れ
は
完
全
な

る
貨
幣
な
b
、
帥
ち
こ
れ
は
其
表

示
す
る
所
の
横
位
が
貴
地
に
存
在
す
る
ご
き
の
み
換
行
ぜ
ら

る
}
が
故
に
、
償
伍
の
絶
対
的
測
度
を
奥

へ
、
及
び

絶
対
的
確
魔
性

を
供
す
る
も

の
な
り
。
こ
れ
は
現
行

の
金
銀
貨
の
如
く
自
身
に
櫓
保
を
有
す

る
も
の
に
非
す
、
天

多
く
の
銀
行
紙
幣
や
、
信
用
證
券
の
如
く
撫
保
を
快
く
こ
ご
あ
る
が
如
き
も
の
に
も
非
す
。

こ
れ
は
自
身

に
償
値

を
有
せ
ざ
れ
こ
も
、
而
も
常

に
實
際
に
存
在
す

る
儂
値
を
携
保
ご
す
る
所
の
特
殊
の
貨
幣
な
り
』

ご
日

へ
る
は
、

少
し
く
温
美
の
嫌
は
め
れ
こ
も
、

勢
働
手
形
の
性
質
を
善
く
説
明
し
た
る
も
の
`

謂
ふ
べ
き
な
b
。
(丙
。
き
・
暮
量

'隠

へ§
§
ト
門「巴
。
6
9
什。巨
昌
・
℃
-
.一ω
9
)
。

此
面
種
の
償
値

の
輩
位
敷
、
即
ち
勢
働
手
形
の
表
示
す

る
償
値
単
位
の
総
額

蓬
、
生
産
物
の
慣
値
輩
位
の
総
額

ε
の
間
に
常
に
嚴
重
な
る
卒
均
の
保
だ
る
ト
事
は
、
此
集
産
制
の
貴
行
上
最
も
必
要
な
り
ε
す
適

蓋
し
理
論
上
よ

論

艘

マ
ル
〃
λ
氏
の
集
産
生
畿
の
貴
行
難
た
輪
ず
(
一
)

第
十
五
巻

〔第
三
號

=
二)

「三
二
七



.

論

叢

マ
ル
〃
ス
氏
の
集
産
主
義
の
蟹
行
雑
な
輪
中
(
ご

第
+
五
岩

(第
三
號

一
四
)

三
二
く

b
吉
は
ゴ
牝
牛
均
は
必
ず
保
た
る
べ
し
、
何
ご
な
れ
ば
勢
働
及
ぴ
其
生
産
物
を
評
催
す
る
者
も

、
滑
嚢

の
目
的
物

を
賞
る
者
も
同

一
の
公
椹
な
れ
ば
な
り
。
撚
れ
ざ
も
貸
付
上

に
於
て
は
無
数
の
困
難
障
害
め
b
。
先
づ
簡
胆
な
る

例
を
擧
げ
で
漸
次
に
之
を
説
明
す

べ
し
。

一
の
机
が
二
十
時
間
の
勢
働
を
要
し
た
b
。

「
時
間
は
伐
木
の
勢
働
に
、
四
十
五
分
は
木
の
運
搬
に
、
十
八
時

間
は
製
佑
の
勢
働
に
、
十
五
分
は
生
産
上
種
々
の
過
程

に
使
崩
せ

ら

れ

た

る
道
具
機
械
の
消
耗

せ
る
部
分
を
停

る
勢
働

に
費
や
き
る
ご
假
定
す

べ
し
。
然
る
惹
き
は
此
机
は

…
蒔
問

の
勢
働
手
形
二
十
を
直
打
す

べ
し
。
比
例
に

,
於
て
最
後

に
栃
を
仕
上
た
る
は
摺
物
師
に
し
て
、
十
八
時
澗
働
.き
た
る
が
故
に
、
公
権
は
彼
に
螢
働
手
形
十
八
を

與

へ
、
而
し
て
机
の
償
直
二
十
ピ
此
†
八
ご
の
差
の
二
は
、
漁
者
、
運
搬
者
、
道
具
機
械
製
造
盾
に
前
以
て
與

へ

・

だ
る
分
前
の
補
償

ご
掬
す
を
要
す
。
葡
藪

に
考
慮
を
要
す

る
は
、
生
産
物
の
債
は
蕾

に
肉
滞
的
勢
働
者

の
勢
働
時

間
を
含
む
の
み
な
ら
す
、
精

神
的
野
働
を
提
供
す
る
所

の
管
理
者
叉
は
典
範

の

役
員
の
勢
働
聴
聞
を

も

含
む

べ

し
。
然
ら
ば
、
前
例
に
於
て
指
物
師
が
十
八
の
手
形
を
全
然
獲
得
す
.る
は
果
し
て
正
賞
な
り
ゃ
。

夫
れ
祉
會
共
同
の
欲
堅
に
封
ず

る
経
費
は
、
砒
會
主
義
の
殆
ん
ご
総
て
.が
承

認
す

る
所
寡
b
。
集
産
制
の
敢
會

は
蕾
に
其
磨
損
消
耗
す
る
所
の
生
産
万
便
を
再
び
作
り
て
、
之
を
維
持
す

る
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
其
資
本
を

増
加
せ
ざ
る
可
か
ら
す
。
此
他
肚
會
の
安
寧
、
映
序
、
保
健
、
敏
育
、
経
済
的
行
政

に
要
す
る
公
費
及
び
助
老
病

者
不
具
者
等
働
く
能
は
ざ
る
総
て
の
公
民
を
維
持
す
る
費
用
の
鋏
く
可
か
ら
ざ
る
は
勿
論
な
b
ε
す
。
而
し
て
此
.



等
の
農
用
を
供

ふ
る
鯛
に
は
、
肚
會
牧
人
中
よ
腔
莫
大
.の
控
除
を
駕
す
を
要
す
可
し
。
集
産
制
の
公
罹
は
租
税
に

依
る
を
好
ま
ざ
る
が
故
に
、
勢
恥
各
勢
働
者
の
各
生
産
物
の
慣
よ
り
控
除
す

る
こ
ε
Σ
な

る
べ
し
。
而
し
て
此
控

除
た
る
や
、
資
本
の
減
債
補
充
叉
は
運
搬
喪
ご
異
な
り
、
償
値
の
増
加
に
全
然

一
致
す

る
も
の
に
非
す
、
從
て
勢

働
者

の
分
前

を
減
少
す

る
も
の
な
り
。
今
若
し
此
控
除

に
し
て
勢
働

の

生
産
物
偵
値

の
三
分

一
を

要
す

ε
す
れ

ば
、
前
例
に
掲
げ
た
る
指
物
師
は
十
八
時
間

の
勢
働
に
濁
し
て
、
只
十
二
時
間
丈

の
鱒
働
手
形
を
得

る
に
止
ま
る

べ
く
、
而
し
て
六
時
間
は
集
産
肚
會

の
共
同
膿
の
利
得

に
曝
す

べ
き
な
も
。
果
し
て
然
ら
ば
勢
働
者
は
其
勢
働
の

繋
儂
の
総
て
を
得
ざ
る
こ
ε
、
な
る
な
り
。

次
に
考
慮
を
要
す
る
は
、
同
時
間
の
勢
働
は
必
ず
し
も
同
量
又
は
同
質
の
勢
働
に
非
ざ
る
の
黙
な
り
ε
す
。
阯

會
主
義
者
は
皆
斉
し
く
此
黙
に
注
意
し
、
以
爲
ら
く
、
各
生
産
者

の
提
供
す
る
勢
働

の
量
は
、
膏
に
其
時
敷
に
由

b
て
の
み
之
を
評
慣
す

る
を
得
ず
。
怠
慢
未
熟
な
る
勢
働
者
の
勢
働
は
勤
勉
熟
練
な
る
勢
働
者
の
勢
働
ε
同

一
の

勢
働
量
を
示
す
も
の
に
弄
す
。
故
に
勢
働
量
を
計
算
す
る
に
は
、
勢
働
の
熟
度

(勤
勉
度
〕
及
び
能
度

(熟
練
度
)
の

批
會
的
孕
均
を
定
め
、
而
し
て
各
人
の
勢
働
を
評
慣
す

る
に
は
其
勢
働
の
熱
度
及

び
能
度
の
其
結
果
に
現
は
る
.、

所
の
も
の
を
計
算
に
入
れ
て
適
當
に
加
減
す
る
を
要
す
ε
。
例

へ
ば
草
履
を
作
る
勢
働
の
肚
會
牛
均
が

一
時
間
二

足
な
る
場
合
に
、
甲
は

一
時
間
に
四
足
を
作
b
、
乙
は

一
足
を
作
り
た
る
嘘
き
は
、
同
じ

一
時
間

の
勢
働

に
劃
し

て
、
.
.
甲
は
二
の
手
形
を
受
げ
、
乙
は
年
掛
の
手
形
を
得

る
に
過
ぎ
ざ

る
べ
し
。
蓋

し
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
職
業
に
就

諭
.
鰻

マ
ル
グ
ス
氏
の
集
庫
主
鰻
の
貴
行
難
拒
輸
す
(
ご

第
十
五
巻

(第
三
脱

}
五
)

三
二
九

『



論

叢

マ
ル
ク
ス
氏
の
集
産
主
義
の
瞥
ハ行
難
を
論
で
(
「
)

第
十
五
巻

〔第
三
號
.、

=
G
.
三
三
Q

て
、
各
勢
働
の
肚
會
李
均
を
定
む
る
は
決
し
て
容
易
の
事
に
非
ず
。
而
し
て
同
種

の
勢
働

に
就
て
各
弊
働
者

の
同

一

の
勢
働
時
間

に
向
て
、
前
述

の
如
き
差
別
的
評
償
を
駕
す
は
.亦
種
々
の
困
難
を
俘

ふ
可
し
、
何
ε
な
れ
ば
勢
働
の

烈
度
及
び
能
度
の
差
異
は
、
曹
に
生
産
物
の
分
量
の
上

に
の
み
な
ら
す
、
其
品
質

の
上
に
も
其
歎
果
を
現
は
す

べ
.

け
れ
ば
な
り
。
例

へ
ば
前
例
に
於
て
、
甲
は

一
時
間

に
堅
牢
美
麗
な
る
草
履
を
二
足
作
b
、
乙
は
至
て
粗
末
な
る

も
の
二
足
作
り
た
る
場
合
に
、
公
権
は
何
を
標
準

嬉
し
て
此
等
を
評
償
せ
む
ε
す
る
や
。

同
種
の
勢
働

に
就
て
肚
會
李
均
軍
体
を
計
算
す

る
に
伺

一
の
困
難
は
、
生
産

の
自
然
的
要
素
鳳
料
及

び
生
産
要

具
が
甚
し
き
異
同
あ
る
こ
ε
是
な
り
。
同

一
の
烈
度
及
.ぴ
能
度
を
有
す

る
同
時
敷
の
勢
働

ε
難
も
、
土
地

の
肥
痔

其
他
自
然
的
條
件
の
優
劣
、
原
料
の
良
否
、
道
具
機
械
の
精
粗
等
に
由
り
て
、
其
生
産
物
の
分
量
及
び
性
質

に
大
な

る
差

等
を
生
す

べ
し
。
就
管
玉
養
君
は
勢
働
の
み
を
以

て
償
狙
の
唯

一
要
素

ご
な
し
、
自
然
及
び
資
本

の
同
じ
く

償
値
構
成

に
與
か
る
こ
ご
を
否
認
す

る
所
の
學
理
上
の
謬
見
は
、
今
や
集
産
制
の
貴
行

の
上
に
於
て
、
自
然
及
び

資
本
を
勢
働
の
償
傾
決
定
に
就
て
、
如
何

に
取
扱

ふ
可
き
か
に
就
て
大
困
難
に
遭
遇
す
、
是
亦
因
果
窓
報
の
理
に

合
す

蓬
謂

ふ
可
き
歎
、
呵
々
。

蓋

し
集
産
制
の
公
権
は
、
各
耕
地
、
各
鎖
山
、
各
工
場
に
就
て

一
々
平
均
躍
位
の
勢
働
を
算
定
し
、
自
然
的
條

件
、
原
料
叉
は
生
産
要
具
の
優
劣
よ
り
來

る
生
産

の
差
等
は
之
を
計
算
し
、
控
除
し
て
、
各
勢
働
者
を
し
て
斯
の

如
き
外
部
の
事
情
に
由
b
て
其
勢
働
の
報
酬
に
寸
奄

の
影
響
を
も
受
け
し
め
ざ
ら
む
こ
ε
を
期
せ
り
。
故

に
ジ
ョ



㌧

ー
レ
氏
は
曰
く

『
諸
生
産
者
は
彼
等
の
個
人
的
に
提
供
し
π
る
有
数
的
鼻
働
の
量
に
恋
じ
て
、報
酬
を
受
く
べ
し
。

或

る

一
の
鑛
山
よ
b

一
の
勢
働
聴
聞
に
於
て
採
掘
せ
ら
れ
た

る
石
炭

の
量
及
び
性
質
は
如

何
に
不
同
な
る
も
.
.勢

働

霞

到

る

庭

に
於

て
.

そ
れ

が

・
・
ザ

・

へ〉
§

炭

坑

の

名

以
下
同

じ
)

カ
b

馬

・
ウ
・

ツ
ヅ

ヴ

・

〃

(
0
9
騨
N<
卍
の
)
た
り
、
又
は

ベ
ツ
セ
ー
デ

ユ

(ヒd
o臣
β
o
。。)

た

る
ご
を
問

は
す

、
坑
業

に

正
常

的

に
使
用

せ
ら

る

る
勢

働
の
時
数

に
由

り

て
計

算
せ
ら

る

、

「
の
報
酬
を

受
取

る
な
る

べ
し
。
故

に
諸
勢

働
者
間

に
は
」
或

は
彼
等

の
働

く
所

の
工
場
叉
は
其
使
用

す
る
機
械

に
由
り
、
或

は
彼

等

の
加

工
す

る
所

の
原
料

に
由
り

て
堂

宇
る
所

の
豫

先
的

不
卒
等

あ

る
こ
ε
無

し
』
習

。
官
何

ぞ
容
易

な

る
、

余

は
其
事

の
甚
だ
行

ひ
難
き
を
見

る
な
り
。

(冒
罧
班

O
蒔
§
脱ぎ
ミ
碍
』ミ
甘
辞
、り
閃
o〈
口
ω
。・o
。芭

【吟
ρ

潤
o昇

一QQ
旧
い
'
や

u
い心
)。

勢

働

の
李
均

軍
位
を
見
出
す

爲

に
は
、各

種

の
勢
働

に
就
て
其

烈
度
及

び
能

度

の
肚

倉
卒
均
を
見

出
す

を
要

し
、
.

更

に
掛
倒

を
補
助
す

る
所

の
自
然
的
條
件
原
料

及
び
生

産
用
且
ハの
蓋

然

よ
り
生
す

る
豫

先
的
不
牛
等

を
修

正
す

る

を
要
す

る
や
前
述

の
如

し
、
而

し
て
此
等

の
複

雑
困
難

な

る
仕

事
は
集

産

制
の
公

椹

の
代
表
看
及

び
共
吏

員

起
由

り
て
爲

さ
れ
ざ

る
可

か
ら
す

。
.彼
等

は
果

し
て
精
確

に
機
敏

に
公
季

に
此

任
務
を

遂
行

し
得

べ
き
ゃ
。
夫

一
宮

廃

、

丙

に
於
け
る
局
課

の
小
節
園

に
於
て
す
ら
、
吏
員
の
配
當
其
宜
を
得

る
は
難
し
。
然
る
に
今
や
全
國
を
通
じ
て
山

林
漁
場
猟
地
田
畝
菜
園
牧
場
鑛
山
工
場
等
め
ら
ゆ
る
生
産
の
場
駈
に
人
民
を
配
置
し
、
其
要
す
る
所

の
原
料
道
具

機
械
車
輛
牛
馬
等
を
配
布
し
、
其
生
産
物
を
審
査
し
謂
ゆ
る
肚
會
牛
角
単
位
に
由
り
て
、
一
は
以
て
掛
倒

の
報
酬

論

叢
r

マ
ル
〃
ス
氏
の
集
産
主
義
の
貴
行
～難
寿
論
ず
(
一〉

第
十
五
巻

〔第
三
號

門
出
)

三
三
一
田

`

、
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論

叢

マ
ル
〃

ス
氏
の
集
産
ま
義

の
實

行
雌
㎝々

論
で
(
.一
)

第
十
五
巻

(第
三
號

一
入
)

三
三
二

を

決

定

し

、

一
は

以

て

生

唐

物

の

償

鷹

を

決

定

せ

ん

ε
す

。

ジ

ヨ

ー

レ

ー
氏

は

激

発

的

不

卒

馨

な

し

(p
β
o
ロ
昌
。

.

幽居

巴
ま

暑

巴
壁

。
)
ξ
一象

`
難

も
、余

は
繊

績
的
累

集

約
不
孝

等

(慧

σ・
・
幕

醤

。
豊

・
需

9

§

巳
三
国
ぽ『口。。
)

の
生
せ
ん
こ
ざ
を
深
く
恐

る
玉
も
の
な
り
。

且

つ
自
然
的
條
件
は
絶
え
ず
攣
化
し
、
気
候
の
璽
、
水
早
地
震
海
嘯
叉
は
獣
虫

の
害
の
起
る
あ
り
。
両
毛

て
原

料
及
び
生
産
要
具
特
に
機
械
の
如
き
は
腰
明
畿
見
及
ぴ
生
産
方
法
.の
改
良
に
由

り
て
亦
絶
え
す
攣
化
す

べ
し
。
果
.

し
て
然
ら
ば
昨
日
の
償
値
卒
均
輩
位
は
今
日
の
そ
れ
ε
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
ご
あ
る
は
自
明
の
理
な
り
。
此
故
に
集

、

産
制
の
公
権

否
・
共
吏
員
は
絶

え
ず

一
方
に
於
て
は
勢
働

の
報
酬
の
改
定
を
寫
す
を
要
す

ズ

、
又
他
方
に
於
て

は
公
共
倉
庫
に
既

に
貯
賊
し
在

る
生
産
物
を
従
前

の
債
に
て
成
る
可
く
早
く
費
謝
す
る
を
要
す

べ
し
。
然
ら
ざ
れ

ば
同
極
の
物
品
に
し
て
、
其
職
人
の
前
後
に
由
り
債
値

の
差
異
を
生
す
る
こ
だ
、
な
る

べ
き
な
り
。

荷

ほ
藪
に
考
慮
す

べ
き
は
、
集
産
制
の
肚
會

に
於
て
も
、
勢
働
者
は
必
ず
し
も
皆
公
共
倉
庫
に
貯
蔵
せ
ら

る
べ

き
物
品
の
生
産
君

に
非
ざ
る

一
事
な
り
。
多
く
の
人
々
は
新
生
産
物
を
生
す
る
こ
`
な
き
手
工
を
爲
す
あ
る
鍵
く

又
他
の
多
く
の
人

々
は
無
形
的
性
質

の
動
勢
を
爲
す
あ
る

べ
し
。
裁
別
宮
、
行
政
官

に
柑
當
す
る
人

々
は
唯
國
に
.

謝
す
る
動
勢
を
爲
す
の
み
な
る
が
故
.に
、
其
俸
給
は
國
が
其
公
費
を
支
辨
せ
ん
が
矯
め
に
、
他

の

一
般
の
勢
働
者

の
報
酬
よ
り
控
除
す
る
労
働
手
形
を
以
て
支
彿
は
る
べ
し
。
然
る
に
此
等
公
吏
の
外
に
、
個
人

に
野

し
て
勤
弊
を

提
供
す

る
種
々
の
勢
働
者
あ
り
。
集
産
主
義
の
忠
實
な
る
履
行

の
爲
に
は
、
彼
等
の
報
酬
を
當
事
者

の
相
勤
に
て
、

9



需
要
供
給
の
關
係

に
從
ひ
定
め
し
む

べ
か
ら
す
。
彼
等
は
宜
し
く
他
の
総
て
の
人
々
の
如
く
行
政
府
に
従
属
す

べ

く
、
而
し
て
其
報
酬
は
普
通
法

〔『

互

。
o
目
諺
巨
ε

に
由
り
、
彼
等
の
李
均
熱
度
の
勢
動
特
間

に
從
ひ
て
決
定
す

べ
き
も
の
な
り
。
此
法
則
は
船
員
鐵
道
吏
鍵

信
霧

員
の
如

碁

務
に
従
事
す
ろ
人

々
に
封
レ
て
は
至
て
璽

に
適
用
せ
ら
れ
得

べ
く
、
即
ち
彼
等
は
其
勢
務
に
謝
し
て
行
敵
府
よ
り
報
酬
を
受
く

べ
拳
な
り
。
次
に
個
人
に
謝

し
て
直
接
に
動
勢
を
供
す
る
人
々
、例

へ
ば
馭
者
、理
髪
人
、
荷
捲
夫
、

■洗
濯
屋
、
看
護
八
、
建
物
の
小
修
繕
を
爲

す
人
、
叉
は
個
人
使
用
の
鵜
島
の
修
理
を
爲
す
人
の
如
き
も
、
亦
彼
等
の
動
勢
の
償
値
を
認
定
す

る
椹
限
を
有
す

る
行
政
府
の
指
定
償
格
に
由
り
て
支
挑
は
る
べ
き
も
の
な
.り
ε
す
。
自
由
職
業
即
ち
喬
樂
師
、
騨
師
等
に
劃
し
て

は
、此

ご
同

一
の
法
則
適
用
せ
ら
る

べ
し
。
撚
れ
こ
も
或
る
集
産
論
者
は
彼
等
を
寧
ろ
公
吏
ε
し
て
取
扱
ひ
、
其
勢

務
に
謝
し
て
は
行
政
府
よ
り
公
定
の
俸
給
を
與

ふ
べ
し
ε
主
張
せ
り
。
唯
藪

に
困
難
な
る
問
題
は
此
等
公
吏
勤
人

動
勢
者
及
び
乱
曲
職
業
者
の
勢
働

の
傾
億
季
均
輩
位
は
如
何
に
し
て
計
算
し
決
慰
す

べ
き
か
、
又
各
人

の
勢
働
の

烈
度
及
び
能
度
は
如
何
に
し
て
算
定
し
、
以
て
其
實
際
曳
く
る
所
.の
額
を
決
定
す

べ
き
か
の
黙
な
b
ご
す
。
蓋
し

此
黙
は
集
産
論
者

の
依
熱
戦

し
て
語
ら
ざ
る
所
、
古
人
曰
く
能
は
ざ
る
に
非
ざ
る
也
、
爲

さ
y
る
也
ε
、
余
は
彼

等
に
謝
し
て
日
は
ん
ε
す
、
爲
さ
穿
る
也
、
且
能
は
ざ
る
也

ε
。
(未
完
)

論
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マ
ル
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一
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第
十
五
巻
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三
號
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